
 

 
         ◎ 発言は、簡潔に話そう！ 

         ◎ 発言しやすい雰囲気をつくろう！ 

         ◎ 個人の意見を平等に扱おう！ 新 道 区 の 

アイコトバ 

令和４年度 第２回 新道区地域協議会 
 

次 第 
 

                   日時：令和 4年 5月 26日(木) 午後 6時から 

                   会場：新道地区公民館 多目的ホール 
 

                                   延べ 1時間 30分 
 

１ 開  会                                   
                                     【 2分】 

 

 

 

２ 議  題                                   
 ⑴ 報告事項 

  ○ 地域自治推進プロジェクト及び令和 4年度の地域協議会の取組等について  【20分】 

 

 

 

 ⑵ 自主的審議事項                             【60分】 
 

   ・ 地域住民の交流の促進について 

   ・ 河川敷の活用による地域活性化について 
 

  ① 前回会議の振り返り     【 5分】 

 

 

 

  ② 分科会           【45分】 

 

 

 

  ③ 本日の審議結果について   【10分】 

 

 

 

 ⑶ その他                                 【 5分】 

 
 

３ そ の 他                                   
 ⑴ 次回開催日の確認等                           【 3分】 

   ➢ 日時：  月  日（ ）午後６時から 

   ➢ 開場：新道地区公民館 多目的ホール 

   ➢ 内容：自主的審議など  

 

 ⑵ その他 
 

４ 閉  会                                   



地域自治推進プロジェクト及び令和 4年度の地域協議会の取組等について 

 

◎ 令和 4年度に地域協議会による取り組みをお願いする事項 

地域の活力向上を目指して、次の 2点をお願いします。 

①「地域を元気にするために必要な提案事業（元気事業）の提案」や

「意見書の提出」、「地域内での課題解決」に向けて、自主的審議に

よる議論を進めていただく。 

②「地域活性化の方向性の作成」に着手いただく。 

 

１ 市長公約プロジェクト「地域自治推進プロジェクト」について（説明事項） 

 

・地域自治推進プロジェクトの概要     資料 1-1 

 

 

 

２ 令和 4年度に地域協議会から取り組んでいただきたい事項（お願い事項） 

 

① 取組の進め方       資料 1-2 

 

 

② 自主的審議について      資料 1-3、4、5 

 

 

③ 「地域活性化の方向性」の作成     資料 1-6 

 

 

 

 

 

配布資料 

・資料 1-1 公約プロジェクト 1 地域自治推進プロジェクト 

・資料 1-2 【令和 4年度】地域協議会から取り組んでいただきたい事項 

・資料 1-3 令和 4年度の自主的審議の流れ 

・資料 1-4 「地域を元気にするために必要な提案事業（元気事業）」の手順例 

・資料 1-5 平成 30年度頸城区地域協議会から提案のあった事業提案書（写し） 

・資料 1-6 各地域協議会による「地域活性化の方向性」の作成について 
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地域自治推進プロジェクト 【地域の活力向上を目指して…】

・地域のことは地域で決めて、地域で実行する地域自治の仕組みの強化を目指す。

プロジェクト

１

・「住民同士の支え合い」や「活気を生み出す」ような自治
区単位での自主的な活動がなかなか広がらない

その要因 ⇒活動を企画・実行する人材の確保が困難
⇒地域自治区制度の下で、地域の課題を拾

い上げ、地域や市に対して解決策の提案
まで到達する事例が限定的

≪現状に対する課題認識≫ ≪課題解決の方向性≫

・地域と市が一緒になって話合い、市内各所の多様な
資源をいかしながら地域の活力を高めていく取組を実現

・どうやって 「地域のことを地域で実行できる取組」を生み出していくか
・どうやって 「地域の人材」を取り込むか
・どうやって 「地域のニーズ」を把握していくか

≪検討の観点≫

・現状のまま推移した場合の課題の深掘り

・合併後20年を迎えようとする今、20年後
の将来を見据えた「理想的な姿」の考察

・実現するためのロードマップの策定

≪検討の展開順序≫

・地域自治の活動を活性化する予算
⇒ 【事業の検討・提案方法、評価方法】

・地域の活動団体 ⇒ 【公益的活動の充実】
・地域協議会 ⇒ 【役割の再整理】
・総合事務所、まちづくりセンター

⇒ 【地域との関わり方】
・区域 ⇒ 【設定の考え方の再整理】

≪検討事項・論点例≫ ≪検討方法≫

・総合事務所、まちづく
りセンターを含む庁内
での協議

・地域協議会や住民組
織など活動団体への
ヒアリングと協議

・他自治体の事例調査

※スピード感の異なる検討
課題に対しては、緊急性
に応じて柔軟に対応

≪最終目標≫

※現状の運用も含め、しっかりと時間
をかけた議論・検討

※制度を運用していくことを見据えた
丁寧な制度設計と合意形成

地域に住み続けることに誇りと愛着を持ち、
市民生活の満足感の高揚や質の向上が図られる取組を生み出した状態

公約
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年度
令和4年度

令和5年度 令和6年度以降
4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

①自主的審議

地域を元気にするた
めに必要な提案事業

意見書の提出

地域内で課題解決

②地域活性化の
方向性の作成

年度
令和4年度

令和5年度 令和6年度以降
4～6月 7～9月 10～12月 1～3月

地域独自の予算
(予算要求の仕組み)

【令和4年度】地域協議会から取り組んでいただきたい事項

[市] 地域と事業
検討・R6予算編成

[地域]事業検討

自主的審議事項（継続審議・課題の抽出～テーマ決め～課題解決に向けた検討等） ※令和5年度以降に 解決を図るもの

「地域独自の予算（予算要求の仕組み）」は、市が令和4年度中に制度設計を行います

[市] 制度確定

[市] 提案内容の審査～予算要求～議決
事業提案に向けた検討
(地域協･地域団体･市)→提案

[市] 対応検討～予算要求(必要に応じて)～議決
意見書の内容の検討

→ 意見書提出

[地域] 取組着手

[市] 事業実施

[市] 事業実施

意見交換と合意形成
(地域協､住民組織､地域団体等)

[市]庁内検討

【凡 例】

地域協議会
地域団体等
市【参考】市で取り組むこと

自主的審議事項（同上）

※

自
主
的
審
議
の
進
捗
に
応
じ
て [地域] 課題解決に向けた取組に着手

地域団体等への
働きかけ

※自主的審議と並行して作成した方が効率的な場合、9月末を 目途に作成

※その他、通年適時の事業として、諮問・答申や委員研修の実施、地域協議会だよりの発行等があります。

①「元気事業の提案」や「意見書の提出」、「地域内での課題解決」に向けて、自主的審議事項による議論を進めていただく。
②「地域活性化の方向性の作成」に着手いただく。

※地域、市の検討状況によっては12月補正等へ前倒し

※令和4年度内での取組内容の取りまとめ等を図るもの
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地域の活力向上を目指して、主に次の2点をお願いします。

【スケジュール】

[市]・[地域]
事業実施

作成に着手

作成に着手 ※自主的審議の状況を踏まえて、令和4年度中に作成に着手、完了期限は設けない[市]
作成依頼

ﾊﾟﾀｰﾝ①

ﾊﾟﾀｰﾝ②

ﾊﾟﾀｰﾝ①

ﾊﾟﾀｰﾝ②



令和 4年度の自主的審議の流れ 

 

 

 

資料 1-3 



「地域を元気にするために必要な提案事業（元気事業）」の手順例

地
域
協
議
会

市

地
域
団
体
等

自主的審議を進めた中で、地域団体等（取組を実施する団体）の参画により課題の解決を図ろうとした時、地域協議会だけではなく、
市の協力も必要となる事柄（人材面、資金面、制度の運用面など）が想定される場合、「元気事業」の提案に向けた協議を開始する。

元気事業の条件、意見書との違い

☆地域住民や地域団体等との意見交換を通じて把握した課題への対応であること → 協議会のみで検討された課題は原則対象外
☆地域団体等が主体的に取り組む事業であること → 市だけに事業を依頼するものは意見書
☆事業提案に向けた検討の段階から、市が協議に加わる → 市が加わることで、提案事業の実現性、実効性を高める

当年度＞＞＞＞＞ （9月目途）

提
案
書
提
出

提
案
書
受
領

庁
内
協
議

回
答
書
作
成

回
答
書
受
領

予
算
編
成

議
決･

予
算
確
定

取
組
実
施

回
答
内
容
共
有

回
答
内
容
共
有

成
果
の
検
証

翌年度以降＞＞＞

協
議
に
参
画

協
議
に
参
画

実
施
主
体
の
調
整

市
関
係
課
と
連
携

事
業
内
容
協
議

意
見
交
換
参
加

事
業
提
案
書
の
提
出
に
向
け
た
協
議

提
案
書
完
成

地
域
が
自
ら
実
行
す
る
事
柄
と
市

へ
求
め
る
支
援
等
（
人
材
・
財
政

支
援
、
制
度
改
正
等
）
の
検
討

事業提案書の取りまとめ

取組の実施に向けた
具体的な検討

取組の実施に向けた
具体的な検討

取組の実施に向けた
地域団体等と連携・調整

【参考】頸城区における元気事業の実施例

・頸城区観光協会設立（市は補助）
・ビジターセンターの観光施設としての利用促進

・釣り並びにキャンプ場有料化と管理事務所設置
・小池周辺の桜の整備

・大池第3キャンプ場の駐車場の拡張
・大正山の整備

・雁金城跡周辺の整備（別事業で対応）
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各地域協議会による「地域活性化の方向性」の作成について（お願い） 

 

１ 「地域活性化の方向性」の作成目的 

地域協議会による地域の活力向上に向けた議論を進めるに当たり、委員間の認識の共有はもと

より、地域協議会と市の認識の共有を図るとともに、市の取組の企画の参考としたいことから、

地域において特に重視したいこと、大切にしたいことを、各地域協議会において「地域活性化の

方向性」として作成するもの 

◎用  途 ⑴自主的審議、元気事業、意見書、地域への働きかけの取組における、各地域 

協議会及び総合事務所、まちづくりセンターの共通認識 

⑵市の取組の企画の参考とする考え方 

◎作成主体 各地域協議会 

２ 「地域活性化の方向性」の作成の着手時期 

各地域協議会において、令和 4 年度に地域活性化の方向性の作成を始めるようお願いします。 

３ 「地域活性化の方向性」の内容 

・幅広い分野（地域資源・産業・観光・農業・自然・風土等）の中から、各区の個性や特性をい

かすことで、地域の活性化につなげるもの。 

・地域の課題解消や現在の状態をさらに良くすることで、地域の活性化につながるもの。 

・方向性の構成要素は、おおむね 1～5つ程度で作成願います。 

※全区で作成し、市民からも見ていただくため、一定の分かりやすさを必要とすることから、構

成、書きぶりについて、下記の基本形に沿って作成願います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 「地域活性化の方向性」の作成後の取扱い 

⑴ 各地域協議会の自主的審議のテーマの選定、元気事業や意見書の内容等を制限するものとは

しません。 

⑵ 他の団体等が作成した既存の地域の計画等（まちづくり計画、農業振興に関する計画等）を

妨げるものとはしません。※協力して取り組むことで互いが良い方向に進める事項については、

積極的な連携を考えていくことが想定されます。 

⑶ 地域協議会による作成とするため、市全体の方針や考え方と異なる方向性（構成要素含む）

の作成も可能ですが、そのような内容とする場合は、市の一体性の確保や公益性との間で整合

を図ることができないことから、その方向性に基づく取組を市が行うことは困難です。 

５ 「地域活性化の方向性」の作成手順  ※令和 4年度に次の①②を開始 

①各事務局から地域協議会へ作成を依頼 

②各地域協議会で作成（例：2～4 回（アイデア出し 1～2 回、話し合い 1～2 回、まとめ 1 回な

ど）。会議の後半の時間などを使って） 

③完成 

≪○○区の地域活性化に向けて≫ 

○構成要素 

・ 

・ 

・ 

・ 

 

・雪のある暮らしの魅力の発信 

・雪をいかした企画の実施 

・雪室を活用した特産品の企画 

・冬期間の安心安全な暮らしの推進 
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○○区の□□□□という個性（強み、特性）をいかして、△△△△△△ます。 

 

 

暮らす人や訪れる人の地域への愛着を育み 

豊富な雪 
【基本形】 



（検討資料）分科会における審議の概要 

 

                                                                                      （令和 4 年 5 月 日現在） 

分科会の名称 ○○○○分科会 ○○○○分科会 （例） 防災分科会 

テーマ 地域住民の交流の促進について 河川敷の活用による地域活性化について  

改善の方向 まちの活力の維持・向上 地域の特長の維持・増進  

概要 

○ 新道区における各種活動の活発化に向けた検討 

 ・ 南部、中部、北部の区域を越えた事業の実施 

 ・ 地域活動に必要な集会施設(機能)の確保 

 ・ 子育てのための施設(機能)の確保 

○ 地域住民の心の拠りどころとなる並木道の整備に向けた検討 

 ・ 地域の人が憩える並木道の整備(新道区全体の共同事業として実施) 

 ・ 地域内外からの評価を得て、住民が誇りを持ち、将来に引き継げる

並木道を目指す。 

 

地域の現状 

（背景） 

 ・南部、中部、北部の区域に分かれており、区域を越えた交流がな

い。 

 ・コロナ禍によりイベント等が中止となり、住民同士の交流が少なく

なっている。 

 ・町内会活動の担い手の確保が困難である。 

 ・集会施設が新道地区公民館のみとなるため対策が必要ではないか。 

 ・河川敷で散歩やジョギングなどができる癒しのエリアがある。 

 ・地域を活性化させるため、関川堤防沿いを有効に利用してはどうか

(散歩等ができる並木道を整備する、交通渋滞緩和のため車道を整備

する など) 

 ・子どもたちが誇れる新道区を作りたい。 

 

メンバー 

(敬称略) 

飯塚 幸太郎、佐藤 三男、杉田 榮作、千町 健実(副リーダー)、船﨑 

聡、三浦 正郎(リーダー)、横山 明夫 

井澤 愛、金井 正(リーダー)、小玉 朋子、髙野 ゆかり(副リーダー)、

塚田 仁子、本城 敏男 

 

審議の方向 

（目標） 

① 

② 

③ 

① 

② 

③ 

① 防災士会の設立 

② 行政と連携した総合防災訓練の実施 

③  

まとめ方 

(□団体連携 □元気事業 □意見書 □その他) 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

(□団体連携 □元気事業 □意見書 □その他) 

 ・ 

 ・ 

 ・ 

(☑団体連携 □元気事業 □意見書 ☑その他) 

 ・ 地域の防災士との認識の共有、町内会との協力

体制の構築。訓練の事例共有。 

 ・ 訓練実施について、市等に働きかけ。 

 ・ 

 

スケジュール 

 

 

 

 

  ・R４.夏   防災士資格保有者と面談 

 ・R4.秋   町内会長等との意見交換 

 ・R5.4月  防災士会設立 

 ・R5.4月～ 訓練の事例把握、情報共有 

 ・R5.夏   市担当課と協議、訓練実施を申し入れ 

(審議終了) 
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配分額（A） 超過額（B-A） 消化率(B/A) 事 業 費 の 合 計 2,685千円

7,100千円 △4,498千円 37% 補 助 希 望 額 の 合 計 2,602千円（B）


(単位：千円)

事業費
補助

希望額

新-１
稲田4丁目情報共

有体制整備事業
300 299

新-２

とよば町内、大

ケヤキ２本（樹

齢３５０年）周

辺環境整備事業

400 390

新-３
稲田むすぶプロ

ジェクト事業
1,199 1,199

新-４
稲田２丁目災害

支援事業
383 382

新-５
新道区若者活性

化事業
403 332

稲田２丁目町内会

地域の災害対応能力を向上させるた

め、町内に一時避難所を設置するため

の備品を整備し、避難誘導訓練を実施

する。

上越若者みらい会議

若者のまちづくりへの参画や地域の担

い手づくりにつなげていくため、若者

が参加しやすいスポーツ交流会やイベ

ントを開催する。

稲田4丁目町内会

安心安全な地域づくりにつなげるた

め、防災・防犯情報の収集・伝達用の

備品を整備し、これを用いた避難訓練

や防災・防犯パトロールを行う。

とよば町内会（大ケヤ

キ保存会）

地域の宝である大ケヤキを保全すると

ともに、子どもたちの安全を確保する

ため、枯れ枝の伐採等を行うほか、町

内会員を対象に勉強会を開催する。

稲田むすぶプロジェク

ト

コロナ禍の中、地域住民の絆を強め、

大人から子どもまで笑顔で過ごせる地

域をつくるため、地域住民参加型の灯

ろうイベントや、クリーン活動、花火

大会を開催する。

令和４年度　地域活動支援事業 提案受付一覧

【新道区】

事業

番号
事業名 団体名 事業内容の概要

事業費等

参考資料


